
土
壌
汚
染
規
制
強
化
を

条
例
制
定
、
県
に
要
望
へ

本巣市議会

本
巣
市
議
会
環
境
福
祉
党

任
委
ほ
二
十
二
日
、
土
砂
な

ど
の
埋
め
立
て
に
よ
る
土
壌

汚
染
と
災
害
発
生
の
防
止
に

関
す
る
規
制
を
強
化
す
る
よ

う
求
め
る
意
見
書
を
、
白
木

健
議
長
名
で
県
に
提
出
す
る

方
針
を
固
め
た
。

放
射
性
物
質
を
含
む
「
フ

ェ
ロ
シ
ル
ト
」
が
、
同
市
早

野
の
農
地
で
砂
利
採
取
後
の

埋
め
戻
し
に
使
わ
れ
て
い
た

問
題
を
受
け
た
措
置
。
二
十

四
日
の
六
月
定
例
会
最
終
日

で
、
川
村
高
司
委
員
長
が
発

議
の
案
が
諮
ら
れ
る
見
通

し
。

実
は
、
県
独
自
の
条
例
制

定
を
要
望
。
事
業
者
だ
け
で

な
く
、
土
地
所
有
者
の
責
任

を
明
記
す
る
こ
と
を
柱
に
、

▽
県
の
調
査
・
措
置
命
令
に

住
民
と
市
が
意
見
す
る
権
利

放
射
線
量
は

地
上
の
2
倍

地
中
の
フ
ェ
ロ
シ
ル
ト

フ
ェ
ロ
シ
ル
ト
が
、
本
巣

市
早
野
の
農
地
で
砂
利
採
取

後
の
埋
め
戻
し
に
使
わ
れ
て

い
た
問
題
で
、
同
市
は
二
十

二
日
、
県
の
調
査
で
地
中
の

フ
ェ
ロ
シ
ル
ト
の
放
射
線
量

▽
す
べ
て
の
調
査
結
果
や
措

置
の
公
表
－
な
ど
左
盛
り
込

む
よ
う
求
め
た
。

川
村
委
員
長
ほ
「
土
地
所

有
者
が
イ
エ
ス
と
言
え
ば
、

フ
ェ
ロ
シ
ル
ト
に
限
ら
ず
汚

が
地
上
の
ほ
ぼ
倍
だ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
市

議
会
一
般
質
問
に
答
え
た
。

市
側
は
「
当
の
土
地
の
地

上
で
は
、
（
比
較
の
た
め
放

射
線
量
を
測
定
し
た
問
辺
四

カ
所
の
）
　
『
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
』
と
ほ
ぼ
同
等
の
量
だ

っ
た
」
と
答
弁
。
そ
の
上
で

「
（
調
査
の
た
め
に
）
掘
削

泥
な
ど
も
持
ち
込
め
る
の
が

現
状
だ
。
こ
う
し
た
縛
（
し

ば
）
り
が
な
い
た
め
、
東
濃

地
域
で
は
住
民
運
動
で
苦
労

さ
れ
た
と
思
う
」
と
話
し

た
。川

村
要
目
畠
に
よ
れ
ば
、

干
葉
県
が
土
地
所
有
者
の
壬
貝

務
を
っ
た
っ
た
同
種
の
条
例

を
定
め
て
い
る
と
い
う
。

（
相
馬
　
敬
）

し
た
穴
の
中
は
地
上
の
約
二

倍
の
量
だ
っ
た
」
と
し
た
。

た
だ
、
地
中
の
放
射
線
量

に
つ
い
て
は
世
界
的
な
組
織

「
国
際
放
射
線
防
護
委
員

会
」
が
定
め
る
国
際
的
な
目

撃
勧
告
値
」
を
下
回
っ
た
と

い
い
、
県
は
「
現
状
で
は
問

題
な
い
の
で
ば
な
い
か
」
と

み
て
い
る
。
（
相
馬
　
敬
）
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無
届
け
開
発
に

工
事
中
止
勧
告
瑞浪市が
条例改正

瑞
浪
市
議
会
六
月
議
会
は

二
十
二
日
、
定
例
会
を
開
き
、

無
届
け
で
土
地
を
開
発
し
た

業
者
に
市
が
工
事
中
止
勧
告

な
ど
を
で
き
る
よ
う
に
す
る

条
例
改
正
案
を
可
決
し
た
。

こ
の
条
例
改
正
案
は
、
同

市
稲
津
町
で
フ
ェ
ロ
シ
ル
ト

が
大
量
に
放
置
さ
れ
た
こ
と

な
ど
を
受
け
て
の
措
置
。
改

正
に
よ
り
、
市
に
届
け
出
義

務
の
あ
る
千
平
方
㍍
以
上
の

造
成
を
無
断
で
行
っ
た
業
者

に
対
し
、
同
市
が
工
事
中
止

や
原
状
回
復
な
ど
の
勧
告
を

行
え
る
よ
う
に
な
る
。

（
小
西
　
数
紀
）
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埋
め
立
て
土
壌
汚
染
防
止
規
制

強
化
へ
意
見
書
可
決

本巣市議会

本
巣
市
早
野
の
農
地
で
砂

利
採
取
後
に
フ
ェ
ロ
シ
ル
ト

が
埋
め
戻
さ
れ
た
問
題
で
、

同
市
議
会
は
二
十
四
日
の

本
会
議
で
、
県
に
土
砂
の
埋

め
立
て
に
よ
る
土
壌
汚
染

と
災
害
発
生
の
防
止
に
関
す

る
規
制
強
化
を
求
め
る
意

見
責
を
全
会
一
致
で
可
決
し

た
。意

見
書
は
、
土
地
所
有
者

の
責
務
な
ど
左
盛
り
込
ん
だ

県
条
例
の
制
定
左
要
望
。
白

木
健
議
長
名
で
古
田
肇
知
事

あ
て
に
提
出
す
る
。

（
相
馬
　
敬
）
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